




 

 

 

 

 

１ 平成 24 年度概算要求及び 

平成 23 年度第三次補正予算(案)について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

◆概算要求額 

（23 年度予算額）   （24 年度概算要求額）  （対前年度増減額、伸率） 

１兆１，８１５億円 → １兆２，９７８億円（＋１，１６２億円、＋９．８％） 

 

◆障害福祉サービス関係費（自立支援給付＋地域生活支援事業） 

（23 年度予算額）   （24 年度概算要求額）  （対前年度増減額、伸率） 

６，７８７億円 →   ７，７５７億円（＋９７０億円、＋１４．３％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 
障害保健福祉部概算要求の概要 

【主な施策】 

                    （対前年度予算増▲減額）

■ 日本再生重点化措置事業【重点化】 
  （障害児・者の地域移行・地域生活のための安心支援体制整備事業） 
 

■ 東日本大震災復旧・復興関連施策 
  【一部復旧・復興枠】 
 

■ 良質な障害福祉サービス等の確保 
  ・障害福祉サービス 
  ・地域生活支援事業【一部重点化】 
 
■ 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供 
 
■ 障害福祉サービス提供体制の整備【一部重点化】【一部復旧・復興枠】 
 
■ 障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進 
 
■ 精神障害者アウトリーチ（訪問支援）推進事業 
 
■ 精神科救急医療体制の整備 
 
■ 災害時心のケア支援体制の整備（新規） 
 
■ 発達障害者等支援施策の推進【一部復旧・復興枠】 
 
■ 自殺・うつ病対策の推進 

厚生労働省 障害保健福祉部 

７，２４７億円（＋９０５億円）

６５億円         

２，０４６億円（ ＋５５億円）

１２９億円              

１８２億円（ ＋７４億円）

４．８億円（＋０．７億円）

１．３億円         

８．８億円（  ＋１億円）

１５億円（  ＋１億円）

２０億円（  ＋２億円）

８．９億円（＋１．９億円）

７，７５７億円（＋９７０億円）

５１０億円（＋ ６５億円）



障害があっても当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会

を実現するため、良質な障害福祉サービスの確保や地域生活支援事業の着実な実施、

精神障害者や発達障害者等への支援施策の推進等を図る。 

また、平成２２年１２月１０日に公布された障害者自立支援法・児童福祉法等の

一部改正法について、平成２４年４月の施行に適切に対応する。 

 

 

 

○ 障害児・者の地域移行・地域生活のための安心支援体制整備の実施 １２９億円 

【日本再生重点化措置 ③地域活性化 ④安心・安全社会の実現】 

  障害があっても、自ら選んだ地域で暮らしていけるよう、 

① 移動支援やコミュニケーション支援等の必須事業について、自治体の取り組みを推

進するための国の支援の充実 

② 地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの整備促進や成

年後見制度利用支援事業の促進 

③ 児童発達支援センターの地域支援機能の強化や障害児入所施設の小規模グループに

よる療育など障害児支援の充実 

を図ることにより、施設や病院からの地域移行を進め、地域生活の支援を充実し、障害

児・者の方々に対する安心支援体制を整備する。 

※地域生活支援事業費補助金に８３億円、社会福祉施設等施設整備費補助金に４６億円 

を計上。 

 

 

 

（１）災害時心のケア支援体制の整備（新規）           １．３億円 

自然災害の被災者、犯罪、交通事故等の被害者のＰＴＳＤ、トラウマ対策として、都道

府県等における日常的な相談体制の強化、及び事故等発生の緊急対応体制の整備を図る。 

    また、大規模自然災害発生時の被災地に対する精神医療・心のケアに係る、応急的・継

続的な支援の中核となる機関を設置し、支援体制の強化を図る。 

 

（２）災害時の障害福祉サービス提供体制の整備（新規）【復旧・復興】 ５３億円 

  災害時に、障害福祉サービス事業所や障害児施設等に障害児・者の緊急の受け入れが可

能となる設備等を備えた防災拠点等の整備を推進する。 

 

 

１ 日本再生重点化措置事業               １２９億円 

２ 東日本大震災復旧・復興関連施策            ６５億円 



 

（３）発達障害者への災害時支援（新規）【復旧・復興】       ４５百万円 

  発達障害者支援センター等の関係機関の連携による災害時の対応や避難場所の確保な

どの災害時の支援に効果的な方法等のマニュアルを作成する。 

 

 

 

 

 

 

○ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援等 

（１）障害福祉サービス（一部新規）             ７，２４７億円 

   障害者等が地域で暮らすために必要なホームヘルプ、グループホーム、就労移行支援 

等の障害福祉サービスを計画的に確保する。 

 また、平成２４年度以降の福祉・介護人材の処遇改善のあり方については、予算編成 

過程で検討する。 

 

（２）地域生活支援事業（一部新規）【一部重点化：再掲】      ５１０億円 

   移動支援やコミュニケーション支援など障害者の地域生活を支援する事業について、

市町村等での事業の着実な実施や定着を図る。 

   また、地域での相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの機能強化や 

成年後見制度の利用を促進するとともに、児童発達支援センターの地域支援機能の強 

化など障害児支援の充実を図る。 

 

（３）障害者への良質かつ適切な医療の提供          ２，０４６億円 

  心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療（精神通院医療、身体障害者のための更生

医療、身体障害児のための育成医療）を提供する。 

  また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 

 

（４）特別児童扶養手当、特別障害者手当等          １，５１５億円 

  特別児童扶養手当（１，１２７億円）、特別障害者手当（３８９億円）。 

 

 

 

 

３ 障害保健福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・者支援の

推進          １兆２，６６９億円（１兆１，５４３億円）



（５）障害福祉サービス提供体制の整備（一部新規）【一部重点化：再掲】【一部 

復旧・復興：再掲】                     １８２億円 

  障害児・者の地域移行・地域定着支援や就労支援の充実を図るため、生活介護や就労継

続支援等の「日中活動の場」の基盤整備を推進するとともに、グループホーム等の「住ま

いの場」の整備を推進する。 

  また、基幹相談支援センターの設置を促進するとともに、児童発達支援センターの地域

支援機能の強化や障害児入所施設の小規模グループによる療育など障害児支援の充実を

図るための整備を推進する。 

  さらに、災害時に、障害福祉サービス事業所や障害児施設等に障害児・者の緊急受入が

可能となる設備等を備えた防災拠点等の整備を推進する。 

 

（６）障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進        ４．８億円 

 ① 障害者虐待防止対策支援事業の推進（一部新規）           ４．８億円 

   平成24 年10 月の障害者虐待防止法の施行に向けて、都道府県や市町村で障害者虐

待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域の関係機

関の協力体制を整備するとともに、家庭訪問や関係機関職員への研修、障害者虐待の通

報義務等の制度の周知等による支援体制の強化を図る。 

 

② 障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進           ５百万円 

   国において、障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役割を担う者

を養成するための研修を実施する。 

 

（７）障害程度区分の調査・検証（新規）               １億円 

  実態に即した公平・透明な支給決定が行われるよう、現行の障害程度区分に関する調

査・検証を行う。 

 

（８）自治体等における専門的人材養成の支援（一部再掲）     ３１百万円 

  自治体等における相談支援や権利擁護に必要な人材確保のため、必要な研修等の支援を

行う。 

 

 

 

 

 

 



○ 地域における障害児への支援体制の強化 

（１）障害児の発達を支援するための給付費等の確保（一部新規）  ５３３億円 

障害のある児童が、できるだけ身近な地域で、障害の特性に応じた療育等の支援を受け

られるよう、それに係る経費を安定的に確保する。 

 

（２）障害児支援の充実【重点化：再掲】          １２９億円の内数 

児童発達支援センターの地域支援機能の強化や障害児入所施設の小規模グループによ

る療育など障害児支援の充実を図る。 

 

（３）重症心身障害児者の地域生活モデル事業の実施（新規）     ２５百万円 

重症心身障害児者やその家族への総合的な地域支援体制を整備するため、コーディネー

ターを配置し、障害の状況や個々のニーズ等を踏まえた効果的なサービス利用や関係機関

等との連携のあり方等の総合的なモデルを策定する。 

 

○ その他 

（１）障害者の社会参加の促進                   ２７億円 

  視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、ＩＴを活用した情報バリ

アフリーの促進、芸術文化活動の振興等を支援し、障害者の社会参加の促進を図る。 

 

① 手話通訳技術向上等研修事業の充実                 ３２百万円 

手話通訳士や手話通訳者等の技術向上や指導者の養成を図るための研修を行い、聴 

覚障害者等の社会参加の促進を図る。 

 

② 手話研究・普及等事業の充実                   １３百万円 

聴覚障害者の日常生活の利便を図るため、手話の研究や新たな手話言語の造語を行

うとともに、聴覚障害者及び関係者等へ研究成果等の普及啓発を行う。 

 

③ 盲ろう者向け生活訓練等事業の実施                １６百万円 

平成２２年度及び平成２３年度にモデル事業を行った上で作成した生活訓練等マニ 

ュアルに基づき、地域の施設で訓練等を実施し、マニュアルの検証を行い、盲ろう者

の地域における生活訓練のあり方について検討を行う。 

 

④ 災害時リーダー養成研修・実践的救援訓練事業の実施（新規）     ２百万円 

国際障害者交流センターにおいて、災害時における視聴覚障害者の障害の特性に応じ

た対応方法を熟知したリーダーの養成を行う。 



（２）障害者スポーツに対する総合的な取組            ８．５億円 

  平成２３年６月に成立したスポーツ基本法においては、障害者スポーツを含むスポーツ

の推進を国策として行うこととされたことから、パラリンピック等の世界大会への日本選

手団の派遣や強化合宿の実施、トップレベル競技者の養成と日本選手の総合的な強化など

を推進することにより、障害者スポーツの振興を図る。 

 

① 選手強化事業の充実                              ５．７億円 

    障害者スポーツの世界大会（パラリンピック及びデフリンピック）においてメダル

獲得が有望である選手・団体を指定し、トップレベルの競技者に対する特別強化プラ

ンを実施する。 

 

② 世界大会への日本選手団の派遣                  １．３億円 

４年に１回開催される障害者スポーツの世界大会（ロンドンパラリンピック及びス

ペシャルオリンピックス冬季世界大会（平昌））に日本選手団の派遣を行うとともに、

国内強化合宿を実施する。 

 

③ 障害者スポーツ指導者の養成（新規）               ３４百万円 

「障害者スポーツ指導員」、「障害者スポーツコーチ」、「障害者スポーツ医」、「障害

者スポーツトレーナー」の養成及び資質の向上のための現任研修を行う。 

 

④ 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業（新規）                 １７百万円 

       障害者の健康増進のためのモデル事業等を国立障害者リハビリテーションセンター

で実施するとともに、障害者が安全にスポーツを行いつつ競技力の向上が図られるよ

う、障害者スポーツ選手に対するメディカルサポート体制の整備を図る。 

 

 

※ 障害者自立支援対策臨時特例交付金（基金） 

平成２３年度をもって終了する障害者自立支援対策臨時特例交付金（基金）について

は、積み増し及び期限延長等について、別途検討する。 

 

 

 

 



 

 

（１）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（訪問支援）体制の確立 

８．９億円 

  障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、未治療者、治療を中断している重症の

患者などへ、アウトリーチ（訪問支援）により、医療・保健・福祉サービスを包括的に提

供し、丁寧な支援を行うため、多職種チームによる訪問活動やこれらに従事する者への研

修等を実施する。（30 か所（定額補助）） 

 

（２）精神科救急医療体制の整備                  ２０億円 

  各都道府県において、精神疾患をもった救急患者が地域で適切に救急医療を受けられる

よう、精神科救急医療施設における空床を確保する等、精神科救急医療体制の整備を推進

するとともに、平成２２年の精神保健福祉法の一部改正により、都道府県に法律上位置付

けられた精神科救急医療体制整備の努力義務の下で、近年増加している自殺未遂者や身体

疾患を合併する精神疾患患者にも対応できる精神科救急医療体制のさらなる充実・強化を

図る。 

 

（３）精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進（一部新規）   ３．４億円 

  「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念に基づき、都道府県等において、

精神科病院の入院患者に対する退院促進に向けた啓発活動や対象者が退院に向けて行う

準備への支援などを行うことにより、精神障害者の退院促進及び地域定着に向けた事業を

実施する。 

  また、退院のために特に支援が必要な高齢長期入院患者に対して、院内の専門職種と地

域の関係者がチームとなり、退院に向けた包括的な地域支援プログラムを実施し、地域移

行を目指す。 

 

（４）認知行動療法の普及の推進                 ９８百万円 

  うつ病の治療で有効性が認められている認知行動療法（※）の普及を図るため、従事者

の養成を拡充する。 

  ※認知行動療法：鬱病になりやすい考え方の偏りを、面接を通じて修正していく療法。 

 

 

 

 

４ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進        

２８１億円（２４６億円） 



（５）認知症医療体制の整備                   ４．２億円 

地域で認知症の専門的医療を提供する認知症疾患医療センターにおいて、鑑別診断、専

門医療相談、合併症対応、診療情報提供、介護との連携等を行うほか、認知症の周辺症状

や身体合併症に対する双方の医療を担う中核的機能の整備等を推進する。 

 

（６）災害時心のケア支援体制の整備（新規）（再掲）        １．３億円 

  自然災害の被災者、犯罪、交通事故等の被害者のＰＴＳＤ、トラウマ対策として、都道

府県等における日常的な相談体制の強化、及び事故等発生の緊急対応体制の整備を図る。 

    また、大規模自然災害発生時の被災地に対する精神医療・心のケアに係る、応急的・継

続的な支援の中核となる機関を設置し、支援体制の強化を図る。 

 

○ 心神喪失者等医療観察法関係 

（７）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供体制の整備

の推進（一部新規）                      ２４０億円 

  心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、指定入院医療機関の確保を行うととも

に、入院から通院を通じた継続的な医療の提供と社会復帰の促進を図る。 

  また、心神喪失者等医療観察法に基づく医療の専門家により医療体制等について技術的

助言を行うとともに、一般精神医療機関に勤務する医師等を対象とした研修を実施し、精

神医療の向上を図る。 

 

 

 

 

（１）発達障害者の地域支援体制の確立                ２億円 

  自閉症、学習障害や注意欠陥多動性障害などの発達障害のある人や家族に対し、ライフ

ステージを通じた一貫した支援体制の強化を図るため、都道府県・指定都市で、ペアレン

トメンター（※）の養成とその活動を調整する人の配置、アセスメントツール（※）の導

入を促進する研修会の実施等を行う。 

※ペアレントメンター：発達障害者の子育て経験のある親であって、その経験を活かし、子どもが発達 

障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のこと。 

※アセスメントツール：発達障害を早期発見し、その後の経過を評価するための確認票のこと。 

 

 

 

 

５ 発達障害者等支援施策の推進       ８．８億円（７．８億円）



（２）発達障害者の支援手法の開発や普及啓発の着実な実施（一部新規）【一部復旧・

復興：再掲】                           ４億円 

  発達障害者一人ひとりのニーズに対応する一貫した支援を行うことができるよう、先駆

的な取組を通じて有効な支援手法を開発・確立するとともに、発達障害者支援に携わる専

門的な人材の育成に取り組む。 

  併せて、国立障害者リハビリテーションセンターでは、発達障害者の就労支援に向けた

普及・定着化に本格的に取り組むとともに、全国の発達障害者支援センターの中核拠点と

しての役割を担う発達障害情報・支援センターで、発達障害に関する情報発信による理解

の促進、支援手法の普及・向上を図る。 

  秩父学園では、発達障害児及び家族の支援事業として、家族短期入所、訪問支援等を通

じた支援プログラムの開発や、関係機関との連携調整の仕組みづくりを実施する。 

  また、発達障害者支援センター等の関係機関の連携による災害時の対応や避難場所の確

保などの災害時の支援に効果的な方法等のマニュアルを作成する。 

  さらに、「世界自閉症啓発デー」(4 月 2 日)を契機に、自閉症をはじめとする発達障害

に関する正しい知識の浸透を図るための普及啓発を行う。 

 

（３）発達障害者等の支援のための巡回支援専門員の整備      ２．７億円 

発達障害等に関して正しい知識を有する専門員の配置市町村を拡充（66 市町村→113

市町村）し、当該専門員が保育所等子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、施設のス

タッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言を行うなどの支援を推進する。 

 

 

 

（１） 「工賃向上計画」の着実な推進                 ５億円 

  工賃向上計画については、各都道府県のこれまでの取組の検証を踏まえた見直しを行っ

た上で、経営改善や商品開発、市場開拓など、工賃引き上げに資する福祉施設に対する安

定的な仕事の確保に向けた取組を実施する。 

    【国1/2、都道府県1/2】 

      ・ 経営力育成・強化 

          工賃向上計画の策定及び管理者の意識向上を図る。 

   ・ 技術向上 

          専門家による技術指導や経営指導のアドバイス等を行う。 

  【定額（10/10 相当）】 

      ・ 共同化推進 

          共同受注窓口を継続できる体制の確立を図る。 

６ 障害者に対する就労支援の推進           １６億円（１５億円）



（２）障害者就業・生活支援センター事業の推進（一部新規）     １１億円 

障害者の就業面と生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援センターに

ついて、設置か所数を拡充し、地域における障害者に対する就労支援体制の強化を図る。 

  また、就労系の障害福祉サービスの利用者に対して、相談支援事業者が行うサービス利

用計画の作成に関する支援（アセスメントの実施及び評価）について、モデル的（10 ヵ

所）に実施する。 

 

 

 

 

（１）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（訪問による支援）体制の確立

（再掲）                            ８．９億円 

  障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、未治療者、治療を中断している重症の

患者などへ、アウトリーチ（訪問支援）により、医療・保健・福祉サービスを包括的に提

供し、丁寧な支援を行うため、多職種チームによる訪問活動やこれらに従事する者への研

修等を実施する。（30 か所（定額補助）） 

 

（２）認知行動療法の普及の推進（再掲）             ９８百万円 

  うつ病の治療において有効性が認められている認知行動療法の普及を図るため、従事者

の養成を拡充する。 

※認知行動療法：うつ病になりやすい考え方の偏りを、面接を通じて修正していく療法。 

 

（３）地域での効果的な自殺対策の推進と民間団体の取組支援、普及啓発の推進      

４．１億円 

都道府県・指定都市に設置されている「地域自殺予防情報センター」において、専門相

談を実施するほか、関係機関のネットワーク化等によるうつ病対策、依存症対策等の精神

保健的な取組を進めることにより自殺対策の向上を図る。 

  また、自殺未遂者や自死遺族等へのケアに当たる人材を育成するための研修を行う。 

さらに、先進的かつ効果的な自殺対策を行っている民間団体に対し支援を行う。 

 

① 地域自殺予防情報センターの充実・強化              ９４百万円 

「地域自殺予防情報センター」において、職域を含む関係機関のネットワークの強

化を図るとともに、専門相談員による自殺未遂者・自殺者親族等に対する相談等を

引き続き推進する。 

 

７ 自殺・うつ病対策の推進              １５億円（１４億円）



② 自殺対策に取組む民間団体への支援                １．６億円 

先進的かつ効果的な自殺の防止等に関する活動を行っている民間団体に対し、   

支援を行う。 

 

③ 地域における薬物等の依存症対策の推進（一部新規）        ７９百万円 

地域における薬物・アルコールを中心とした依存症対策を推進するため、「地域依存

症対策支援計画」を策定し、この計画に基づく事業を実施するとともに、「家族支援員」

を配置する。また、依存症者の社会復帰支援を強化するため、関係者及び依存症家族

に対しての研修を行う。 

 

（４）自殺予防に向けた相談体制の充実と人材育成         ５０百万円 

  うつ病の早期発見・早期治療につなげるため、一般内科医、小児科医、ケースワーカー

などの地域で活動する方へのうつ病の基礎知識、診断、治療等に関する研修を行い、地域

における各種相談機関と精神保健医療体制の連携強化を図る。 

 



障害児・者の地域移行・地域生活のための安心支援体制整備事業
【日本再生重点化枠 ⅲ地域活性化 ⅳ安心・安全社会の実現】

障害児・者が地域生活へ移行するための支援や、安心して地域で暮らすことができるための支援

－障害保健福祉部－

移動支援・コミュニケーション支援等の強化
ソフト

障
害の

障害児 者が地域生活 移行するための支援や、安心して地域で暮らすことができるための支援
体制を整備する。 【要望枠 計１２９億円】

【現状】

－ 移動支援、コミュニケーション支援等の必須事業について
国の支援の充実（ソフト）
・２４年度補助割合見込み（対必須事業） ４４％ → ５０％

地域生活
支援事業
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・障害児・者総数
744万人

うち、施設入所

55万人
・サービス利用者

－ 基幹相談支援センターの整備促進（ソフト・ハード）
成年後見制度利用支援事業の促進（ソフト）

相 談 支 援 体 制 の 整 備要望枠
８３億円

者
の
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援

・サービス利用者
61万人

【課題】
－ 成年後見制度利用支援事業の促進（ソフト）

障 害 児 支 援 の 充 実

地域における支援機能の充実
社会福祉
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援
体
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障害があっても、

自ら選んだ地域で

暮らしていけるよ

う 施設や病院か

－ 児童発達支援センターの整備促進（ソフト・ハード）
－ 障害児の居場所づくり、緊急一時預かり事業の推進（ソフト）

療育 生活単位の小規模化 バリアフリ 化（ ド）

障害児施設の機能強化

地域における支援機能の充実施設等施
設整備費

要望枠
４６億円

地
域
生
活

備
事
業

う、施設や病院か

らの地域移行を進

め、地域生活の支

援を充実すること

が必要。
－ 療育・生活単位の小規模化、バリアフリー化（ハード）４６億円

障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正法 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会
マニフ スト２００９

（民主党・自民党・公明党による共同提案）
（Ｈ２２．１２成立）の着実な施行

議
の骨格提言（Ｈ２３．８）

マニフェスト２００９

地域移行、地域生活の資源整備等
障害者等が当たり前に地域で暮らし、地域
の一員としてともに生活できる社会をつくる。

障害者等の地域生活を支援



平成24年度概算要求について
－障害保健福祉部－障害保健福祉部

○復旧・復興枠について

 要求額 ６５．４億円

要求額 概要国立施設等関係

心身障害児総合医療療育センタ 施設整備 １ ９億円 非常用発電機更新整備等・ 心身障害児総合医療療育センター施設整備 １．９億円 非常用発電機更新整備等

・ 全国身体障害者総合福祉センター施設整備 ０．４億円 火災報知器と連動する聴覚障害者用

非常文字表示装置の整備等

・ （独）のぞみの園施設整備 ７．８億円 共同溝等改修工事等

・ 国立更生援護機関施設整備 １．９億円 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ職員宿

舎耐震改修工事等

・ 国立更生援護機関人件費等 ０．１億円 発達障害児・者の災害時支援方法の

構築・普及に伴う人件費等

社会福祉施設整備

構築 普及に伴う人件費等

社会福祉施設等施設整備 ５２ ８億円 障害福祉ｻ ﾋﾞｽ事業所に防災拠点を整

発達障害関係

・ 社会福祉施設等施設整備 ５２．８億円 障害福祉ｻｰﾋ ｽ事業所に防災拠点を整
備（施設・設備）

・ 発達障害者支援開発事業 ０．５ 億円 発達障害児・者の災害時支援に効果
的な方法等を構築する事業



障害保健福祉部 平成2３年度第三次補正予算（案）

平成2３年度第三次補正予算額 ５０億円（うち基金の積増し分 ４３億円）

■ 障害者自立支援対策臨時特例交付金（基金）の積増し

○ 被災地居宅介護支援事業所等復旧支援事業【２億円】（実施期間：平成23～24年度）

平成2３年度第三次補正予算額 ５０億円（うち基金の積増し分 ４３億円）

○ 被災地居宅介護支援事業所等復旧支援事業【２億円】（実施期間：平成23～24年度）

居宅介護支援事業所、相談支援事業所等に対する災害復旧を図ることを目的とし、基金事業
の積み増しにより事業を実施する。

○ 被災地障害福祉サービス基盤整備事業【１３億円】（実施期間：平成23～24年度）

被災障害福祉圏域ごとに「障害福祉サービス復興支援拠点（仮称）を設置し、新体系サービ
ス移行等（障害児施設を含む。）への支援や就労支援事業所の活動支援等を行うことを目的
とし 基金事業の積み増しにより事業を実施するとし、基金事業の積み増しにより事業を実施する。

○ 被災者の心のケア【２８億円】（実施期間：平成23～24年度）

被災地に長期間滞在し、心のケアに当たる専門人材の確保と、自宅及び仮設住宅を訪問支援
する等の活動を行う。

■ 災害時心のケア研究・支援体制整備【０．４億円】（実施期間：平成23年度）

「災害時心のケア研究・支援センター（仮称）」を設置し、被災県のメンタルヘルス支援の向災害時心のケア研究 支援センタ （仮称）」を設置し、被災県のメンタル ルス支援の向
上に活用するとともに、今後の全国の災害時における心のケア対応力の向上を目指す。

■ 全国身体障害者総合福祉センター等の防災対策の強化【１．８億円】（実施期間：平成23年度）

国・独法が所有している障害福祉施設における非常用発電機の整備及び施設の耐震化を図る国・独法が所有している障害福祉施設における非常用発電機の整備及び施設の耐震化を図る。

■ 被災地の精神障害者社会復帰施設等運営費の積み増し【５．２億円】（実施期間：平成23年度）



障害福祉サービス基盤整備事業

○居宅介護事業所等の事業再開に向けた支援 【障害者自立支援対策臨時特例交付金の積み増し】

3次補正（案） 15億円

今後、仮設住宅への入居が進む中において、障害者の地域移行及び地域定着支援を進める上で重要なサー
ビスであり、これらの事業所の災害復旧を図ることが必要。

居宅介護事業所、相談支援事業所等については、これまで社会福祉施設等施設整備費の対象ではなく、
障害者自立支援対策臨時特例交付金（以 「基金事業 と う ） 対応し たと ろ障害者自立支援対策臨時特例交付金（以下、「基金事業」という。）で対応していたところ。

よって、社会福祉施設等災害復旧費の対象となっていないので、基金事業の積み増しにより対応するもの。

１ 期間 平成２３年度～平成２４年度１．期間 平成２３年度 平成２４年度
２．実施主体 岩手県、宮城県、福島県
３．補助率 国２/３（県１／６、事業者１／６）
４．対象施設 居宅介護事業所、相談支援事業所、小規模作業所

○障害福祉サービスの基盤整備支援 【障害者自立支援対策臨時特例交付金の積み増し】

被災地の事業所が復興期において安定した運営ができるよう 被災県ごとに障害福祉サ ビス復興支援被災地の事業所が復興期において安定した運営ができるよう、被災県ごとに障害福祉サービス復興支援

拠点を設置し、新体系サービス移行等（障害児施設を含む。）への支援や就労支援事業所の活動支援等を
行うことにより、被災地における障害児・者に対する福祉サービスが円滑に提供できる体制を整備する
ため、基金事業の積み増しを行うもの。

１．期間 平成２３年度～平成２４年度
２．実施主体 岩手県、宮城県、福島県（圏域内の中核となる社会福祉法人等に委託して実施することがで

きる。）
３ 補助率 定 額

※ 以上については、障害者自立支援対策臨時特例交付金に「東日本大震災に係る障害福祉サービス等の復興を図る措置」（大事項）
を創設し、終期を平成２５年３月まで延長。復興措置の１メニューとして新設するもの。

３．補助率 定 額



被災地の障害者被災地の障害者
支援事業所支援事業所
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基幹相談センター基幹相談センター

運営状況把握運営状況把握

サービスニーズ把握サービスニーズ把握

派遣プログラム派遣プログラム

所
再
建
に
向

握
し
、
ニ
ー
ズ

就労系事業者
地
域
に
お

〔職
員

復興支援復興支援
アドバイザーアドバイザー

援援
コーディネーターコーディネーター

宮城県宮城県

福島県福島県

援援
基幹相談センタ基幹相談センタ

就労支援事業者就労支援事業者

発達障害者支援発達障害者支援

関係団体と連携関係団体と連携 向
け
た
取
組

ズ
に
応
じ
た
支

旧体系事業者

け
る
安
定
し

員
の
確
保
（定
着

事業者等に対する継続的な 組
の
ニ
ー
ズ
を

支
援
を
実
施

し
た
障
害
福

着
支
援
）・事
業

指導・助言・事務代行

○圏域内の各種事業所の支援(復旧支援･業態転換
支援、立ち上げ支援)を実施。 基幹相談

支援センタを施 福
祉
サ
ー
ビ

業
所
の
安
定
支

事業者
相 談

運営状況等
の把握

○就労支援事業者の再建支援については、
労働団体等に幅広く働きかけ､業務発注の確保､
流通経路の再建等に取り組む。

○障害者自立支援法、児童福祉法による新体系

支援センター

ス
の
提
供

支
援
〕

ニーズ調査、
助言

ニーズ調査、
助言

親の会・
関係団体

サービスへの移行を円滑に実施するために必
要な知識・技術等の指導・助言
（障害児施設一元化や基幹相談支援セン

ターにおいて３障害に対応するための
専門職員等）

企 業

市町村

助言

特別支援学校

専門職員等）

○発達障害児・者の必要なニーズを把握し、
ニーズに応じた障害福祉サービス等の提供の
ため助言・指導

保育所



被災地における障害者就労支援事業所の活動支援

○ 被災地における就労支援事業所等が障害者の支援及び地域の復興支援のために行う以○ 被災地における就労支援事業所等が障害者の支援及び地域の復興支援のために行う以
下のような取り組みを支援する

・ 流通経路の再建や販路確保・拡大 ・ 業務受注の確保
・ 被災施設復旧支援、業態転換支援 ・ 地域の復興への取り組み被災施設復旧支援、業態転換支援 地域の復興への取り組み

（具体的なニーズ）
・ 発注元企業の被災により仕事の受注が途絶えた
・ 被災や原発事故のため生産活動（農業等）ができなくなった

被災地の障害者就労支援事業所

被災自治体

地地 域域

流通経路の再建

被災や原発事故のため生産活動（農業等）ができなくなった
・ 地域全体の被災により従来の販路の喪失した

被災自治体

企業等企業等岩手県岩手県

支援支援
業務受注の確保業務受注の確保

・ 流通経路の再建
・ 販路の確保・拡大
・ 業務受注の確保
・ 地域復興への取り組み

販路再建･復興販路再建･復興
支援職員の配置支援職員の配置

企業等企業等岩手県岩手県

宮城県宮城県 被災県の事業所団体被災県の事業所団体

支援支援
復旧復旧
支援支援

業態転換業態転換
支援支援

宮城県宮城県

福島県福島県

被災県の事業所団体被災県の事業所団体

支援支援

流通経路の再建流通経路の再建
販路確保･拡大販路確保･拡大・ 被災県の事業所団体が県内の事業所の支

援(復旧支援･業態転換支援)を実施
・ 県内の労働団体等に

労働団体等労働団体等
支援支援 県内の労働団体等に

幅広く働きかけ､業務
発注の確保､流通経路
の再建等に取り組む

販路再建･復旧支援販路再建･復旧支援
コーディネーター配置コーディネーター配置

業務発注の確保業務発注の確保､､
流通経路の再建等流通経路の再建等
の働き掛けの働き掛け



































































































着眼点設定の考え方①

○ 平成１６年の「改革ビジョン」における目標値である、①１年未満群の平均残存率に関する目標
（２４％以下）、②１年以上群の退院率目標（２９％以上）をベースとして、より具体化、精緻化する着眼
点を設定。

率【１年未満群の平均残存率をベースにした着眼点】

○ １年未満群の平均残存率は、平成２０年調査で２８．８％と着実な減少傾向にあり、これまでの取組を
引き続き進めていく観点から、「１年未満の平均残存率」を着眼点とする。

（※）なお、「平均残存率」については、患者・病院いずれにもネガティブな表現であり見直すべきとの指摘も多いことから、より分かりや

すい表現とするため、退院に着目した「平均退院率」を用いる。（平均残存率＋平均退院率＝１００％）

○ その中で、特に、認知症患者については、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チー
ム （第２Ｒ）に 検討中ム」（第２Ｒ）にて検討中。

【１年以上群の退院率をベースにした着眼点】

○ １年以上群は ６５歳未満の患者数は大きく減少する 方 ６５歳以上の患者数は増加 また ６５歳○ １年以上群は、６５歳未満の患者数は大きく減少する一方、６５歳以上の患者数は増加。また、６５歳
以上の中で、１年以上５年未満の患者数の増加は、認知症患者の増加の影響が大きい一方、５年以上
の患者数の増加は、長期入院している統合失調症の入院患者が退院に結びつきにくいことが影響。

○ したが て ６５歳以上の患者数に着目し そのうち これまで取組が必ずしも進んでおらず 精神科病○ したがって、６５歳以上の患者数に着目し、そのうち、これまで取組が必ずしも進んでおらず、精神科病
院における処遇面でも大きな課題のひとつであると考えられる長期・高齢の精神障害者（主として統合
失調症患者）について、できる限り退院を促進する観点から、「５年以上かつ６５歳以上の退院者数」を
着眼点とする。着眼点 す 。



着眼点設定の考え方②

○ 都道府県に対しては、各着眼点に関する目標値を定める参考として、以下の指標を提示する。都道

着眼点設定の考え方②

府県は、以下の指標を踏まえ、それぞれの実情に応じて、適切な目標値を定める。

【着眼点１】 １年未満入院者の平均退院率

○ 直近調査（平成２０年６月３０日調査）における平均退院率の全国平均は７１ ２％であり それを○ 直近調査（平成２０年６月３０日調査）における平均退院率の全国平均は７１．２％であり、それを
目標値である７６％にするためには、平成２０年６月３０日調査時点の割合比で７％相当分増加させ
る必要があることから、「平成２６年度における平均退院率を、平成２０年６月３０日調査比で７％相
当分増加させる」ことを、目標設定に当たっての指標とする。

【着眼点２】５年以上かつ６５歳以上の退院者数

○ ５年以上かつ６５歳以上の入院患者数は、平均１，３００人程度増加（平成１２～２０年の６月３０日
調査の平均）しており、毎年度の退院者数が８～９千人（患者調査から推計）であることを踏まえると、
５年以上かつ６５歳以上の入院患者数を増やさないようにする（又は減少に転じさせる）ためには、退
院者数を現行より約２０％増やすことが必要となる。

このため 「平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上の退院者数を 直近の状況よりも２０％このため、「平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上の退院者数を、直近の状況よりも２０％
増加させる」ことを、目標設定に当たっての指標とする。



１年未満の平均退院率について

新規入院患者のうち、入院後１年までの各月の退院者の割合を平均した割合

１００％

各
月
の
退

（平均残存率）
＝

１００％

退
院
者
の
割
合

１年未満群の
平均退院率

入院日 １年
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２０歳以上４０歳未満 １年未満 １年以上５年未満 ５年以上２０歳以上４０歳未満
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高齢入院患者地域支援事業について

【現状】【現状】
・ ６５歳以上の入院患者が４５．４％、うち５年以上の入院患者は３９．７％（平成１９年精神・障害保健課調べ）

※５年以上かつ６５歳以上の入院患者の多くは、統合失調症患者。
・ 高齢精神障害者に特化した退院支援に向けた専属の職員や専門部署が設置されている病院は少

なく、病院独自の取組に委ねられてきた。
・ 高齢精神障害者の場合、入院期間の長期化等や高齢化による生活機能や意欲の低下から、退院

に向けた支援に時間や人手を要する場合が多い。

◆高齢入院患者地域支援事業（平成２４年度概算要求）
・ 平成２４年度概算要求において、精神障害者地域移行・地域定着支援事業のメニューとして、長期

高齢 院患者 対 院内 専 職種と地域 関係者が とな 院 向 た包括的な支高齢の入院患者に対して、院内の専門職種と地域の関係者がチームとなり、退院に向けた包括的な支
援プログラムを実施し、地域移行を目指すための事業を新設

（精神科病院）

想定されるチーム構成
院内のチームが、退院に向けた
意欲の喚起、環境調整等を実施

自宅等

相談支援専門員

退院支援員

地域移行支援
を活用するなど
して 退院へ

病院内の多職種
介護支援専門員

して、退院へ



医療計画及び介護保険事業計画との関係

【着眼点】

【地域精神保健医療体制の整備】

障害福祉計画 医療計画介護保険計画

精神疾患がいわゆる「４疾病」に追【着眼点】
①１年未満入院者の平均退院率
②５年以上かつ６５歳以上の入院

患者の退院者数

都
道
府

両計画が相互
に関係し、精神
科医療に関す
る体制を構築

精神疾患がいわゆる「４疾病」に追
加されることを受け、障害福祉計画
の目標も踏まえつつ、地域精神保
健医療体制の構築に向けた体制
作りについて記載

※認知症に関しては、検討中

【精神病床の基準病床数】

府
県

る体制を構築 作りについて記載
→23年内に作成指針等を示し、

24年度に策定、25年度施行

【精神病床 準病床数】

１年未満群の平均残存率の低
下、１年以上群の退院率の向上を
目指す算定式で算定（18年4月~）

市町村計画の
サービス見込
量の積み上げ

退院者数と地域移
行支援等の見込量
を推計

地域移行支援事業のサ ビス見※精神科病院から退院する

介護保険計画

★精神科病院に入院している認知症患者について・地域移行支援事業のサービス見
込量に反映

・さらに、障害福祉サービスや地
域定着支援事業のサービス見

※精神科病院から退院する
認知症患者数が把握でき
る場合、

・必要なサービス見
込み量の中に盛り

市
町
村

★精神科病院に入院している認知症患者について
は、「退院支援・地域連携クリティカルパス」の開
発・試行・普及を通じて、介護保険事業計画への
反映方法（例えば、都道府県とも連携しながら、精
神科病院から退院する認知症患者の数を把握す
る方法や必要なサービス量を見込む方法等）を検

込量に反映
込み量の中に盛り
込む。

る方法や必要なサービス量を見込む方法等）を検
討し、各自治体における第６期介護保険事業計画
以降のサービス見込み量の算定につなげていく。



第３期障害福祉計画に係る計画相談支援（サービス利用支援・継続サービス利用支援）
の利用者数の算定に当たっての基本的な考え方について

計画相談支援（サービス利用支援・継続サービス利用支援）の利用者数については、以下の考え方を踏まえ、
算定すること。

１ 計画相談支援の利用者数は 施行後３年間で計画的に 障害福祉サ ビス又は地域相談支援を利用するす１ 計画相談支援の利用者数は、施行後３年間で計画的に、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するす
べての障害者又は障害児の人数が対象となるように見込むこと。

２ 新規利用者、現行のサービス利用計画作成費の支給対象者、施設入所者、その他市町村長が必要と認める
者を優先して拡大すること。
※ 現行のサ ビス利用計画作成費の支給対象者※ 現行のサービス利用計画作成費の支給対象者
① 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
② 単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
③ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることが著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきり
の状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（ただし、重度障害者等包括支援の
支給決定を受けていない者に限る。）

３ 現状の相談支援専門員数や今後の相談支援専門員数の増加見込みを考慮して利用者数を計画的に拡大する
こと。

４ 指定特定相談支援事業者の業務量を考慮し、月ごとの利用者数ができる限り平準化するように見込むこと。
障害福祉計画における継続サ ビ 利用支援（ タリ グ）に は 以 タリ グ期間と対５ 障害福祉計画における継続サービス利用支援（モニタリング）については、以下のモニタリング期間と対

象者数を参考に利用者数を算定する。

※ 当該モニタリング期間については障害福祉計画の見込量の算定に当たって参考として示したものであり、実際の制度の
運用に当たっては、モニタリング期間の設定に当たっての標準や勘案事項等を踏まえ、例えば、2ヶ月や3ヶ月ごとの実施
なども含め、個々の利用者の実情に応じて定めることとなることに留意すること。

（１）在宅の障害福祉サービス利用者
① 現行のサービス利用計画作成費の対象者等（１割程度見込む）→ 毎月実施
② ①以外の者（９割程度見込む） → ６ヶ月ごとに１回実施② ①以外の者（ 割程度見込む） ヶ月 とに 回実施

（２）施設入所者 → １年ごとに１回実施
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入院中の精神障害者の地域相談支援及び障害福祉サービス見込量の算定方法

○ 市町村は、入院中の精神障害者について十分な情報を把握することが困難なこと等から、入院中の精神障害者に必要
となる地域相談支援及び障害福祉サービスの見込量の算定が困難。

○ このため、まずは、都道府県において、地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）及び障害福祉サービスの利用者
数を推計 れを踏ま 市 村が 込量を算定する ととする数を推計し、これを踏まえて市町村が見込量を算定することとする。

【推計方法の例】

① 地域移行支援の利用者数については、長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる１年① 地域移行支援の利用者数に ては、長期に入院して る とから支援の必要性が相対的に高 と見込まれる 年
以上の入院者を中心に見込む。

例えば、都道府県において着眼点を勘案して推計した１年以上入院者の退院者数のうち、「前年度実績を上回る人
数」を勘案して利用者数を見込むとともに、１年未満入院者のうち特に支援が必要な者を見込む。

※ 平成22年度精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施状況 支援対象者2,272人 内退院者790人（34.8％）平成 年度精神障害者 域移行支援特別対策事業 実 状況 支援対象者 , 人 内退院者 人（ ％）

※ 福祉施設入所者に係る地域移行支援の利用者数は、１年以上入所しているか否かに関わらず見込むことに留意。

② 地域定着支援及び障害福祉サービスの利用者数については、退院者の退院先の状況の実績等を勘案し、都道府県
において着眼点を勘案して推計した退院者数を踏まえ、利用者数を見込む。

（参考）平成20年6月退院患者数（精神保健福祉資料より）（参考）平成20年6月退院患者数（精神保健福祉資料より）
・1年以上入院者 3,829人(家庭復帰等877人、グループホーム・ケアホーム・社会復帰施設等350人、高齢者福祉施設

278人、転院1,536人、死亡737人、その他51人）
・1年未満入院者26,621人(家庭復帰等19,990人、グループホーム・ケアホーム・社会復帰施設等1,193人、 高齢者福

祉施設1,071人、転院3,351人、死亡778人、その他238人）

③ 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）及び障害福祉サービスの利用者数の見込みについて、市町村別の精
神障害者保健福祉手帳、自立支援医療の取得状況、入院患者数などを勘案して市町村ごとに按分。
※ 都道府県が、県内の精神科病院に入院時の住所地である市町村別の数等の調査を行い、按分する方法も考えられる。

市町村が地域相談支援及び障害福祉サービスの見込量算定に反映
※市町村において、保健師の活動等により精神科病院の入院患者の状況を把握している場合は当該数値を基に見込む方法もあり

市町村に提示



第３期障害福祉計画に係る中間報告について

１ 第３期障害福祉計画の数値目標・サービス見込量について中間報告を行います。

省 送 様 事

２ 別途、厚生労働省から中間報告を依頼します。

３ 報告にあたっては、厚生労働省から送付される中間報告様式に所定事項を入力し、
報告して下さい。

※参考資料として、今までお示ししてきた数値目標の考え方や同行援護・相談支援の見込方を添付しますので、
ご活用下さいご活用下さい。

４ 報告いただいた数値を都道府県別に集計し、その結果を都道府県あてにお知らせし
ますので、これらを参考資料の1つとして第3期障害福祉計画の策定を進めて下さい。

①中間報告で報告いただいた数値については 現段階のものであり 今後 数値に変動があっても構いません

【留意事項】
①中間報告で報告いただいた数値については、現段階のものであり、今後、数値に変動があっても構いません。
②都道府県単位の報告ですので、市町村ごとの内訳等を添付していただく必要はありません。
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都道府県名

○訪問系サービス

時間 時間 時間

人 人 人

○日中活動系サービス

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

○居住系サービス

人 人 人

人 人 人

○相談支援

人 人 人

人 人 人

人 人 人

共同生活援助
共同生活介護

人 人 人 人

定員数

平成24年度

第3期障害福祉計画中間報告様式（サービス見込量・整備見込量）

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成25年度 平成26年度

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

平成22年度

○整備見込量

（実績） （見込） （見込） （見込）

種類 定員数 定員数 定員数

平成25年度 平成26年度

種類

療養介護

短期入所

種類

種類

種類

共同生活援助
共同生活介護

施設入所支援

就労継続支援（Ｂ型）

生活介護

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成24年度









就労移行支援事業の利用者数

基本指針に定める数値目標等（案）

基本指針

（案）
成 年度 福 施 者 割 者が就労 援事業を す を基 実績 び

基本指針に定める数値目標等（案）

　　平成26年度末における福祉施設の利用者のうち、2割以上の者が就労移行支援事業を利用することを基本として、これまでの実績及び
　地域の実情を踏まえて設定。

　　（都道府県・市町村において設定）

項　目 考え方数　値

数値目標の設定

平成26年度末の
福祉施設利用者数

人 ○平成26年度末において福祉施設を利用する者の数

人【目標値】平成26年度末の
○平成26年度末において就労移行支援事業を利用する者の数

（％）就労移行支援事業の利用者数
○平成26年度末において就労移行支援事業を利用する者の数



就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合

基本指針に定める数値目標等（案）

（案）
　　平成26年度末において、就労継続支援事業の利用者のうち、3割は就労継続支援（A型）事業を利用することを基本として、これまでの実績
　及び地域の実情を踏まえて設定。

　　（都道府県・市町村において設定）
数値目標の設定

（都 府県 市 設定）

項　目 考え方

平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型）事業 人 ○平成26年度末において就労継続支援（A型）事業を利用する者の数

数　値

就労継続支援（Ａ型）事業
の利用者　（Ａ）

人 ○平成26年度末において就労継続支援（A型）事業を利用する者の数

平成26年度末の
就労継続支援（Ｂ型）事業

の利用者
人 ○平成26年度末において就労継続支援（B型）事業を利用する者の数

平成26年度末の平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型）事業

の利用者　（Ｂ）
人 ○平成26年度末において就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型）事業を利用する者の数

【目標値】平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型）事業の
利用者の割合 （Ａ）／（Ｂ）

％
○平成26年度末において就労継続支援事業を利用する者のうち、就労継続
　 支援（A型）事業を利用する者の割合

利用者の割合　（Ａ）／（Ｂ）



○地域生活移行者とは、長期入所が常態化していると考えられる施設（身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設（入所）、知
的障害者授産施設（入所）、精神障害者入所授産施設）に入所している者の中で地域生活へ移行した者(但し、身体障害者更生施設、精神障害者生活

留意事項

○平成17年度時点の福祉施設とは 次の施設をいう。

訓練施設の入所者の中で長期入所が常態化していると各自治体が判断する場合には、当該入所者が地域生活に移行すれば対象に含むものとする。)
をいう。（平成１８年１２月２８日事務連絡「障害福祉計画の作成に係るQ＆Ａについて」）

○一般就労した者とは、一般企業等に就職した者（就労継続支援（Ａ型）及び福祉工場の利用者となった者を除く）、在宅就労した者及び自ら起業した者
をいう。

○平成17年度時点の福祉施設とは、次の施設をいう。

　（身体障害者施設）更生施設、療護施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

　（知的障害者施設）更生施設（入所、通所）、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

　（精神障害者施設）生活訓練施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

また 上記で示した旧体系のほか 新体系での移行先として次の施設が考えられる

　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）

　（平成２０年１２月２２日事務連絡「障害福祉計画の作成に係るQ＆Ａ（３）について」）

　また、上記で示した旧体系のほか、新体系での移行先として次の施設が考えられる。



基本指針

【目標値】公共職業安定所経由による福祉施設利用者の就職件数

基本指針に定める数値目標等（案）

【目標値】公共職業安定所経由による福祉施設利用者の就職件数
　平成26年度において、福祉施設から一般就労への移行を希望するすべての者が公共職業安定所の支援を受けて就職できる体制づくりを行う。

【目標値】障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数
　平成26年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者がその態様に応じた多様な委託訓練を受講することができるよう、その受講者の数値目標を
設定する。<目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち3割が障害者の態様に応じた多様な委託訓練を受講することを目指す。>

【目標値】障害者試行雇用事業の開始者数
　平成26年度において、障害者試行雇用事業について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、当該事業を活用することが必要な者が活用できるよう、その開始者の
数値目標を設定する。〈目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が障害者試行雇用事業の開始者となることを目指す。〉

【目標値】職場適応援助者による支援の対象者数
　平成26年度において、職場適応援助者による支援について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が支援を受けられるよう、その数値目標を設定する。
〈目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が職場適応援助者の支援を受けられるようにすることを目指す 〉〈目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が職場適応援助者の支援を受けられるようにすることを目指す。〉

【目標値】障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数等
　平成26年度において、福祉施設から一般就労に移行するすべての者が、就労移行支援事業者と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができる
ようにすることを目指す。これらを含め、地域における就業面及び生活面における一体的な支援をより一層推進するため、障害者就業・生活支援センターを拡充し、中長期的
には、すべての圏域に１ヶ所ずつ設置することを目指す。

　　（都道府県ごとに直近の状況を把握、分析し、労働関係部局と十分に協議の上、目標値を設定）

項　目 考え方（案）

【目標値】公共職業安定所経由によ

数　値

目標値の設定

【目標値】公共職業安定所経由によ
る福祉施設利用者の就職者

人 ○平成26年度において公共職業安定所の支援を受けて福祉施設から一般就労へ移行する者

【目標値】障害者の態様に応じた多
様な委託訓練事業の受講者

人 ○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、障害者委託訓練の受講者

【目標値】障害者試行雇用事業の
人 ○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち 障害者試行雇用事業の開始者

【目標値】障害者就業・生活支援セ
ンター事業の支援対象者

人
○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、障害者就業・生活支援センター事業の
支援対象者

【目標値】職場適応援助者による支
援の対象者

人 ○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、職場適応援助者支援の利用者

開始者
人 ○平成26年度において福祉施設から 般就労へ移行する者のうち、障害者試行雇用事業の開始者

【目標値】障害者就業・生活支援セ
ンターの設置

か所 ○平成26年度における障害者就業・生活支援センターの設置か所数



訪問系サービス

サービス種別 基本指針におけるサービス量の見込方（案） サービス量の考え方と単位

○月間の利用人数を推計し、それらの者に必要なサービス提供量を定める。
現に利用している者の数(略)等を勘案して 利用者数及び量

同行援護及び相談支援のサービス量の見込方（案）

※５つのサービスを一体として設定することも可能。

○単位

サービス見込量の単位は「時間分」とし、利用者数の見込は「人」とする。

○居宅介護
○重度訪問介護
○同行援護
○行動援護
○重度障害者等包括支援

　現に利用している者の数(略)等を勘案して、利用者数及び量
の見込みを定める。

　なお、同行援護については、地域生活支援事業（移動支援事
業）の利用者のうち、重度の視覚障害者数や障害者等のニーズ
等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。

相談支援

サービス種別 基本指針におけるサービス量の見込方（案） サービス量の考え方と単位

○月間のサービス利用支援及び継続サービス利用支援の利用人数を推計する。

○単位○計画相談支援

　障害福祉サービス及び地域相談支援（地域移行支援・地域定
着支援）の利用者数等を勘案し、原則として３年間で計画的に

○単位

　利用者数及び量の見込は「人」とする。

○月間の利用人数を推計する。

○単位

○計画相談支援
全ての障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者を計画相
談支援の対象として、利用者数及び量を見込むこと。

○地域移行支援

　福祉施設の入所者及び入院中の精神障害者の人数や地域生
活への移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定
める。

○単位

　利用者数及び量の見込は「人」とする。

○月間の利用人数を推計する。

　地域における単身の障害者や家庭の状況等により同居してい

○地域移行支援
める。
※地域移行支援については、入所又は入院前の居住地を有す
る市町村が実施主体となるため、入院又は入所前の居住地の
市町村が、対象者数及び量を見込むこと。

○単位

　利用者数及び量の見込は「人」とする。

○地域定着支援 る家族による支援を受けられない障害者の人数、地域生活への
移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。




































